
      平成１８年１０月１７日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

浴槽用投込み湯沸器（気泡発生機能付） 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、本体を浴槽に入れ電源を投入することにより、浴槽内に気泡を発生さ

せるとともに、内蔵された湯沸かし用ヒーターで湯を沸かし、保温用ヒーターで保

温するものである。 

 

○構造、仕様、意匠 

 気泡発生用のエアーポンプ（注）を内蔵したコントローラー、保温用ヒーター（１

５０Ｗ）・湯沸かし用ヒーター（８５０Ｗ）・ろ過フィルターを内蔵した本体及び

電源プラグ（漏電遮断器一体型）から構成されている。 

 危険防止のため、漏電遮断器のほか、空焚き防止用フロートスイッチ・温度過昇

防止用サーモスタット及びアース機構が付加されている。 

 

注：観賞魚用気泡発生器（ＡＣ１００Ｖ、２.５Ｗ、＜ＰＳ＞Ｅマーク付き） 

 

定格：１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、１ｋＷ 

 

○主な使用者、販売先 

一般消費者 

 

２ 対象・非対象の解釈 

 

 特定電気用品中、電動力応用機械器具の「浴槽用電気気泡発生器」として取り扱

う。 

 

（理由） 

 本製品は、浴槽内に気泡を発生させるものであることから、「浴槽用電気気泡発

生器」として取り扱うことが妥当と判断する。 

 

 

電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 


